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龍ケ崎地方衛生組合規則第４号 

龍ケ崎地方衛生組合財務規則及び龍ケ崎地方衛生組合契約規則の一部を改正する規則 

 （龍ケ崎地方衛生組合財務規則の一部改正） 

第１条 龍ケ崎地方衛生組合財務規則（昭和５５年龍ケ崎地方衛生組合規則第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１７３条の６の規定に基づき、法令、条例又は他の規則等に特別の定

めのあるものを除くほか、財務に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

 

（準用規定） 

第２条 組合の財務に関しては、龍ケ崎市財務規則（平成１５年龍ケ崎

市規則第１９号。以下「市財務規則」という。）の例による。 

（専決等） 

第３条 財務に関する事務については、前条の規定により準用する市

財務規則第４条の規定にかかわらず、龍ケ崎地方衛生組合事務決裁

規程（平成１７年龍ケ崎地方衛生組合訓令第１号）の規定に従い、専

決又は合議を行うものとする。 

 （出納員等） 

第４条 出納員その他の会計職員の種別、設置箇所及び委任事務は、第

 

この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条にお

いて準用する同法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７３条の２の

規定に基づき、法令、条例及び他の規則等に特別の定めのあるものの

外、財務に関し必要な事項は龍ケ崎市財務規則（昭和６２年龍ケ崎市規

則第３号）の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるの

は「管理者」と読み替えるものとする。 



２条の規定により準用する市財務規則第５条の規定にかかわらず、

龍ケ崎地方衛生組合会計管理者の権限に属する事務の委任（平成１

９年龍ケ崎地方衛生組合告示第２号）に定めるところによる。 

 （指定金融機関等） 

第５条 指定金融機関等の名称、所在地及び事務の範囲は、第２条の規

定により準用する市財務規則第１１９条の規定にかかわらず、次の

表のとおりとする。この場合において、当該指定金融機関等に対して

は、同規則第１２１条の規定は、適用しない。 

指定金融機関

の名称 

取扱店舗の名

称 

取扱店舗の所

在地 
事務の範囲 

株式会社常陽

銀行 

竜崎支店 茨城県龍ケ崎

市４２０９番

地 

公金の収納及

び支払 

 （行政財産の目的外使用） 

第６条 第２条の規定により準用する市財務規則第１７９条第１項の

規定に基づく行政財産の使用の申請、許可及び使用料その他につい

ては、同条第２項の規定にかかわらず、龍ケ崎地方衛生組合行政財産

使用料徴収条例（平成１８年龍ケ崎地方衛生組合条例第６号）及び龍

ケ崎地方衛生組合行政財産使用料徴収条例施行規則（平成１８年龍

ケ崎地方衛生組合規則第７号）に定めるところによる。 

 （普通財産の貸付料等） 

第７条 普通財産の貸付料については、第２条の規定により準用する

市財務規則第１８４条第１項の規定にかかわらず、龍ケ崎地方衛生

組合行政財産使用料徴収条例第２条の規定を準用する。 

２ 普通財産の貸付料等の減免及びその手続については、第２条の規

定により準用する市財務規則第１８５条の規定にかかわらず、龍ケ

崎地方衛生組合行政財産使用料徴収条例第５条及び龍ケ崎地方衛生



組合行政財産使用料徴収条例施行規則第５条の規定を準用する。 

 （帳票等の様式） 

第８条 第２条の規定により準用する市財務規則に規定する帳票等の

うち、組合の財務会計システムで作成するものにあっては、同規則第

２５８条の規定にかかわらず、当該財務会計システムの帳票を使用

することができる。 

  （龍ケ崎地方衛生組合契約規則の一部改正） 

第２条 龍ケ崎地方衛生組合契約規則（平成８年龍ケ崎地方衛生組合規則第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

７３条の６の規定に基づき法令、条例又は他の規則に特別の定めの

あるものを除くほか、契約事務に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（専決） 

第２条 契約事務については、別に定める龍ケ崎地方衛生組合事務決

裁規程（平成１７年龍ケ崎地方衛生組合訓令第１号）の規定に従い、

これを処理するものとする。 

（準用規定） 

第３条 前条に定めるもののほか、契約事務に関しては、龍ケ崎市契約

規則（平成４年龍ケ崎市規則第６号）の例による。この場合において、

同規則中「市長」とあるのは「管理者」と、「龍ケ崎市契約審査会」

とあるのは「龍ケ崎地方衛生組合契約審査会」と、「龍ケ崎市公告式

条例（昭和２９年龍ケ崎市条例第７号）」とあるのは「龍ケ崎地方衛

生組合公告式条例（昭和３９年龍ケ崎地方衛生組合条例第２号）」と、

「市を被保険者とする」とあるのは「龍ケ崎地方衛生組合を被保険者

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２

条において準用する同法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７３

条の２の規定に基づき法令、条例及び他の規則に特別の定めのある

ものを除くほか、契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。 

（専決） 

第２条 契約事務については、別に定める龍ケ崎地方衛生組合事務決

裁規程（平成１０年龍ケ崎地方衛生組合訓令第１号）の規定に従い、

これを処理するものとする。 

（準用規定） 

第３条 契約事務に関しては、龍ケ崎市契約規則（平成４年龍ケ崎市規

則第６号）の例による。この場合において、同規則中「市長」とある

のは「管理者」と、「龍ケ崎市契約審査会」とあるのは「龍ケ崎地方

衛生組合契約審査会」と、「龍ケ崎市公告式条例（昭和２９年龍ケ崎

市条例第７号）」とあるのは「龍ケ崎地方衛生組合公告式条例（昭和

３９年龍ケ崎地方衛生組合条例第２号）」と、「市」とあるのは「組合」

と、「龍ケ崎市事務決裁規程別表第３」とあるのは「龍ケ崎地方衛生



とする」と、「市に寄託」とあるのは「龍ケ崎地方衛生組合に寄託」

と読み替えるものとする。 

組合事務決裁規程別表第３」と、「龍ケ崎市」とあるのは「龍ケ崎地

方衛生組合」と、「副市長 部長」とあるのは「事務局長」と、「龍ケ

崎市長」とあるのは「龍ケ崎地方衛生組合管理者」と、「茨城県龍ケ

崎市３７１０番地」とあるのは「茨城県龍ケ崎市板橋町字安台５４２

番地１」と、「市議会」とあるのは「組合議会」と読み替えるものと

する。 

  付 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


